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1. 目標 

l 知的財産をわが国の富とし、国の繁栄・発展を図る 

l 知財に関連する新たなビジネス・雇用の創出 

l 経済の回復・成長に資する 

等 

 

2. 知財の特性 

l ２番手は勝てない         ⇒ 従来産業との違い 

l 知財は人の努力と英知から生まれる ⇒ 価値の認識、人材育成、インセンテ 

ィブの付与 等 

l 知財は使われて真の富となる    ⇒ 価値の向上、利用の促進 

l 環境変化で知財の価値は変わる   ⇒ 環境変化の予測、ルールの変更 

等 

 

3. 大学における知財の創出について 

l 知識共有（論文主義）に加えて権利化の支援（ＴＬＯ等）促進 

l 大学・教官等の業績評価における論文偏重主義の是正 

l 科学研究費等の申請項目へ追加 

 

4. ＩＴ社会における知財の利用促進 

l ＩＴ社会は、現実空間と電子空間の融合（図 1,2 参照） 

l 個人・法人等の認証が新たなビジネスとしてスタート（ＰＫＩとスマートカー

ド） 

l 情報家電等インターネット経由での電子機器の利用が可能になる 

l 電子機器および利用者の正当性確認が必要になる 

⇒ 電子機器の認証が必要になると予測（機能、所有者等）  

⇒ コンテンツ利用の正当性確認も同じ（従来手法に加えて） 

⇒ セキュアＩＣチップはセキュリティ確保のキーデバイス  

l コンテンツ利用促進を目的とした新技術の開発支援 

 

知財立国には、知財の創出・保護に加えて利用の促進が不可欠  
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サイバースペースでの社会活動
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